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ASEAN地域最大の工業見本市から、海外市場に挑戦してみませんか？

産経センターの海外展開コーディネーター及びタイ在
住のアドバイザーが、一貫したサポートを行います。

◎産経センターを通じて出展するメリット◎

■その１ 出展前、出展後も一貫してサポート

■その２ 展示会場で商談をサポート

■その３ 出展料の1/2程度を助成

展示会
概要

会期：2020年11月18日（水）~21日（土）（4日間）
会場：タイバンコク国際展示場（BITEC）

88 Debaratna road(km.1), Bangna Tai, Bangna, Bangkok 10260, Thailand

出展対象
金属加工技術、治具・工具および金属加工機械等

岐阜県ブース出展については裏面【主な出展条件】をご覧ください。

2019年実績
出展者数：16ヵ国 970社 来場者数：100,475人

出展料

出展料：1小間あたり26万円程度（産経センター助成後の金額）

※ 1小間 6㎡（間口2.0m × 奥行3.0m、基本装飾付き）

※小間代（52万円程度/小間）の1/2を産経センターが負担します。

※小間代には、スペース料・基本装飾費、登録諸費用等が含まれます。

※小間代は精算時の為替レートによって計算します。

※複数小間の申込みも可能です。ただし､申込状況等によっては､ご希望に添えない場

合もあります。

募集
企業数・
申込期限

募集企業数：6社程度（申込多数の場合は、審査の上、出展企業を決定します。）

申込方法：裏面の「出展予約書」に必要事項を記入の上、FAXにてお申込みください。

申込期限：2020年5月22日（金）

～ ASEAN地域最大の機械分野展示会～

（2019年岐阜県ブース）

【お問合せ・お申込み先】
（公財）岐阜県産業経済振興センター 経営支援部 取引課 取引担当 早矢仕

TEL 058-277-1092 メール torihiki@gpc-gifu.or.jp

岐阜県ブース出展者募集

主催 （公財）岐阜県産業経済振興センター



【主な出展条件】

【タイ METALEX 2020出展予約書】

次の通り、出展を予約します。

【送付先】 （公財）岐阜県産業経済振興センター
経営支援部 取引課 取引担当 宛

➡ FAX : 058-273-5961
令和2年 月 日

【重要事項】※ よくお読み下さい
✓ 出展者の自己都合による申込後のキャンセルは、いかなる理由においてもキャンセルに伴う必要経費（（公財）岐阜県産

業経済振興センター負担金を含む出展費用全額、最大52万円程度）をご負担いただきます。
✓ ご記入いただいた個人情報は適正に管理し、本商談会関連のご案内、 主催者・共催者からの情報配信に利用いたします。
✓ 本事業は岐阜県の補助により実施しております。

企業名

業種

資本金 従業員数

代表者 役職 氏名

担当者 役職 氏名

出展物
希望

小間数
小間

本出展に関して公的
機関から他の補助金を □ 受けていない □ 受けている □ 申請予定

連絡先

（住所）〒

（Tel） （Fax）

（E-mail）

（URL）

1. 以下の条件をすべて満たす中小企業等を募集対象とします。
• 県内に本社又は事業所がある中小企業等であること。（県内に本社を有する海外現地事業所の参加も可。ただ

し、みなし大企業は対象に含みません。）
• 「金属加工技術、治具・工具および金属加工機械等」に該当する製品や技術を出展できる企業
• 会期中は常時１名以上の担当者を自社小間に配置できること。

2. １社あたりの出展の申込単位は１小間とします。
3. 本展示会に他の公的補助金を用いて出展する場合、出展料の助成はありません。
4. 出展の可否及び展示会場におけるブース位置は、主催者等が決定します。
5. 出展物の輸送、自社ブースの独自装飾・備品、出展物の展示・陳列・撤収は出展者が行ってください。
6. 主催者等が成果把握等のために実施するアンケートには必ずご回答願います。
7. 出展料の振込みに要する一切の手数料は出展者のご負担となります。出展料未納による出展はできません。

必ず、請求書記載の期日までにお支払いください。
8. 自社小間の転貸、売買、交換、譲渡は出来ません。
9. 展示会最終日の終了時刻以前の撤収は認められません。
10. 出展申込書に記載された内容に変更がある場合、書面にて（公財）岐阜県産業経済振興センターへご連絡願います。

また、申込締切日を過ぎてから内容を変更される場合、その内容によっては応じられない場合がございますので、予め
ご承知おきください。

11. （公財）岐阜県産業経済振興センター海外関連事業の中止に関する基準に該当する場合は、出展を中止します。
その際、（公財）岐阜県産業経済振興センターは、出展料等の精算、追加経費の出展者等負担、出展物の措置等につい
て速やかに定め、出展者はそれに従うものとします。
例：展示会等を開催する国又は地域の外務省危険レベルが2（不要不急の渡航は止めてください。）以上となった場合。

展示会等を開催する国又は地域の外務省感染症危険レベルが1（十分注意してください。）以上となった場合。
参考：（公財）岐阜県産業経済振興センター 海外関連事業の中止に関する基準

URL https://www.gpc-gifu.or.jp/topics/2020031701/index.asp
外務省 海外安全ホームページ URL https://www.anzen.mofa.go.jp/


